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【いじめ防止対策基本計画策定の目的】 

いじめは，生徒の心身の健全な発達や人格の形成に重大な影響を及ぼすのみならず，その生命又は身体に重大な危険を生じさせ

る等，解決が困難な事案につながる恐れのある深刻な問題であり，学校における最重要課題の１つである。本計画は，本校におけ

るいじめ問題を克服し，生徒の尊厳を保持する目的の下，「小谷村いじめ防止等の基本方針（H26.8制定，H27.10 改訂）」等に基

づき関係機関が相互に連携し，いじめの防止等のための対策や発生時の対応を総合的かつ効果的に推進するために定める。 

【いじめの定義】 
 本計画において「いじめ」とは，当該生徒に対して，当
該生徒と一定の関係にある他の生徒が行う心理的又は物理
的な影響を与える行為（インターネットやＳＮＳを通じて
行われるものを含む。）であり，当該行為の対象をなった生
徒が心身に苦痛を感じているものをいう。 

【いじめの禁止】 
 本計画において「いじめ」とは，当該生徒に対して，当
該生徒と一定の関係にある他の生徒が行う心理的又は物理
的な影響を与える行為（インターネットやＳＮＳを通じて
行われるものを含む。）であり，当該行為の対象をなった生
徒が心身に苦痛を感じているものをいう。 

【いじめ問題への基本的な考え方】 

いじめは，どの子，どの集団においても起こり，誰もが被害者にも加害者にもなる可能性があるという認識の下，常に未然防止

に取り組むとともに，いじめを把握した場合は速やかに解決する必要がある。生徒の尊い命・人権が損なわれることは決してあっ

てはならず，被害拡大防止のため早期発見・早期対応を基本として取組を講じることが肝要である。 
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【未然防止】 
 生徒が，周囲の友人や教職員と信頼できる

関係の中，安心・安全に学校生活を送ること

ができ，規律正しい態度で授業や学校行事に

主体的に参加・活躍できるような授業づく

り，学校づくりを行っていく。体系的・計画

的にＰＤＣＡサイクルを実施することによ

り。取組の改善を図る。 
 
○人権教育旬間（5 月，11 月） 

○SUTEKI アンケートの実施（7 月，12 月） 

○職員研修（8 月） 

○人権作文コンテスト（8 月） 

○生徒会人権宣言（通年） 

【早期発見・早期対応】 
「いじめは起こり得る」の認識をもち，些

細な兆候を見逃さず，複数の教職員で的確に

関わり，いじめを隠したり軽視したりするこ

となく，いじめを積極的に認知する。日頃か

ら生徒理解と信頼関係の構築等に努め，生徒

が示す小さな変化や危険信号を見逃さない

ようアンテナを高く保ち教職員相互が積極

的に生徒の情報交換を行い，情報共有する。 
 
○いじめ発生時の対応の確認（4 月） 

○学年PTA にて，いじめの共通理解（4 月） 

○スクールカウンセラーの周知（4 月） 

○相談窓口の周知（4 月） 

○アンケートの実施（5 月，11 月，2 月） 

【重大事態への対応】 
○いじめにより生徒の生命，心身又は財産に

重大な被害が生じた疑いがあると認めら

れるとき 
○いじめにより生徒が相当の期間学校を欠

席することを余儀なくされている疑いが

認められるとき 

小谷村立小谷中学校いじめ対策委員会 
 

校長，教頭，生徒指導主事，養護教諭，学年主任，当該学級担任のほか， 
必要に応じて，村教育委員会，スクールカウンセラー，教育支援員，PTA会長，外部の専門家も参加 

 
○年間計画・いじめ発生時の対応等いじめ防止の取組等の立案・実行・県招・修正（PDCAサイクル） 
○いじめの相談・通報の窓口 
○いじめの疑いに関わる情報に対する情報収集・記録・共有 
○いじめを認知した際の迅速な情報共有，事実関係の聴取・指導，支援体制・対応方針の決定 
○保護者との連携 
○村教委の判断によって重大事態の調査組織（第三者委員会）の設置 

いじめを生まない・許さない学校づくりを行う 

生徒をいじめから守り，解決に向けた行動を促す 

教員の指導力の向上と組織的対応に取り組む 

保護者・地域・関係機関と連携して取り組む 

○いじめられた生徒の安全確保 

○関係機関・専門家等との相談・連絡 

○重大ないじめや犯罪行為に相当すると

認められる事案（R5.2.7 文科通知）につ

いて警察に相談・通報 

○いじめ対策委員会による協議 


